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※（　）内は前月比

新庁舎完成まであと11か月（５月１日現在）

市の人口
令和 5年 3月末現在

男 11 人　女 20 人

  男 32,491 人
  女 36,665 人
  計 69,156 人

34,896 世帯 （+18）

（-159）
（-141）
（-300）

人口

世帯数

3月の出生

第１回　誰もが使いやすい庁舎に

　市民の皆さんの安全安心を支える拠点、
市の発展・活性化・まちづくりを支援する
拠点として整備を進めている新庁舎は、い
よいよ今年度末（令和６年３月末）に完成
予定です。
　新庁舎は６階建てで、本庁舎・市民総合
センターの行政機能のほか、水道事業所や
保健センターも集約されます。津波の一時
避難場所になるほか、市民の皆さんの交流
の場としてカフェコーナーやコミュニティ
スペースを設置するなど、誰もが使いやす
く安心して利用できる庁舎となります。
　現在の工事の状況は、５階躯

く た い

体工事（型枠・

鉄筋・コンクリート）と併せて、書庫棟及
び 1 階から順に仕上工事が進んでいます。
　進捗状況は、ホームページに掲載してい
る「庁舎新築工事かわら版」をご覧ください。
☆ https://www.city.tanabe.lg.jp/choshaseibi

もうすぐできるよ！みんなの庁舎

■市県民税 給与特別徴収…4 月徴収分
■軽自動車税 種別割…全期分
※納期限後の納付は、督促手数料及び延滞金を加算する場合があ
ります。

5 月の納税等

　

県
内
に
は
、
様
々
な
事
情
で
家
族
と

離
れ
て
暮
ら
す
約
４
０
０
人
の
子
ど
も

た
ち
が
い
ま
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た

ち
を
自
分
の
家
族
に
迎
え
、
共
に
過
ご

す
制
度
が
里
親
で
す
。
里
親
制
度
の
概

要
や
里
親
に
な
る
ま
で
の
流
れ
な
ど
を

パ
ネ
ル
で
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
た
、
里
親
相
談
会
も
開
催
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
展
示
期
間　

5
月
12
日
㊎
～
6
月
5
日
㊊

■
相
談
日
時

５
月
22
日
㊊  

13
時
～
15
時 

５
月
29
日
㊊  

10
時
～
12
時

☆
本
宮
行
政
局

☆
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー 

ほ
っ
と

☆
０
７
３
９
（
３
４
）
2
7
3
5

里
親
巡
回
パ
ネ
ル
展
と
相
談
会

を
開
催
し
ま
す

自
然
観
察
教
室
を
開
催
し
ま
す

【
春
の
生
き
物
を
観
察
し
よ
う
】

☆
☆
５
月
14
日
㊐ 

９
時
30
分
～
15
時

☆
竜
神
山

☆
ふ
る
さ
と
自
然
公
園
セ
ン
タ
ー
（
９

時
30
分
ま
で
に
集
合
）

☆
弁
当
・
水
筒
・
筆
記
用
具
・
採
集
用

具
（
植
物
・
昆
虫
）・
ビ
ニ
ー
ル
袋
・

帽
子
・
手
袋

【
初
夏
の
海
辺
を
楽
し
も
う
】

☆
☆
6
月
４
日
㊐ 

９
時
30
分
～
12
時

☆
天
神
崎

☆
丸
山
の
見
え
る
駐
車
場
（
天
神
崎
の

先
端
、
９
時
20
分
ま
で
に
集
合
）

☆
筆
記
用
具
・
採
集
用
具
・
ビ
ニ
ー
ル

袋
・
海
水
に
濡
れ
て
も
良
い
服
装
・
帽

子
・
手
袋
・
長
靴

【
共
通
事
項
】

■
講
師　

ふ
る
さ
と
自
然
公
園
セ
ン

タ
ー
専
門
員
ほ
か

☆
小
学
生
以
上
の
方
（
小
学
生
は
保
護

者
同
伴
）

☆
前
日
ま
で
に
、
は
が
き
又
は
電
話
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で
参
加
者
の
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

☆
ふ
る
さ
と
自
然
公
園
セ
ン
タ
ー

〒
６
４
６
―

０
０
５
１

稲
成
町 

１
６
２
９

☆
☆
０
７
３
９
（
２
５
）
７
２
５
２

☆hikiiw
a@

m
b.aikis.or.jp

　

田
辺
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
の
行
政
機

能
が
新
庁
舎
に
移
転
し
た
後
の
活
用
方

法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
だ
く
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

☆
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

◇
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
18
歳
以
上

の
方
で
、
市
内
在
住
の
方

◇
任
期
中
６
回
程
度
、
主
に
平
日
の
昼

間
に
開
催
さ
れ
る
会
議
に
出
席
で
き
る
方

◇
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
員
又
は

職
員
で
な
い
方

☆
若
干
名

■
任
期　

令
和
５
年
６
月
～
令
和
６
年

３
月
頃
（
予
定
）

☆
５
月
22
日
㊊
﹇
必
着
﹈
ま
で
に
、「
将

来
の
田
辺
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
Ａ
４
サ
イ
ズ
２

枚
程
度
の
提
案
書
（
形
式
自
由
）
に
、

略
歴
（
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・
電
話
番
号
・

職
業) 

を
添
え
て
、
左
記
へ
持
参
又
は

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
し
て
い
た
だ

く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
整
備
室
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

〒
６
４
６
―

０
０
２
８　

高
雄
一
丁
目
23
―

１

☆ 

０
７
３
９
（
３
３
）
９
０
２
４

田
辺
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
整
備

方
針
検
討
委
員
会
委
員
を
募
集

し
ま
す

☆ 
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
１
４

☆sougou.c@
city.tanabe.lg.jp

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/sougou-c/index.htm
l

　

市
民
団
体
や
市
内
の
民
間
企
業
が
高

齢
者
等
の
保
健
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
に
行
う
先
導
的
事
業
に
対
し
て
補
助

を
し
ま
す
。

☆
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用

※
施
設
建
設
等
に
要
す
る
費
用
は
除
く
。

※
国
、
県
、
市
の
他
の
補
助
金
の
対
象

と
な
る
事
業
は
除
く
。

■
補
助
金
額
（
１
事
業
当
た
り
）

◇
市
民
団
体　

上
限
１
０
０
万
円

◇
市
内
の
民
間
企
業　

上
限
50
万
円

■
交
付
期
間　

３
年
を
限
度
と
し
ま
す
。

☆
５
月
31
日
㊌
ま
で
に
、
申
込
書
に
事

業
計
画
書
、
活
動
実
績
書
を
添
え
て
左

記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
等

は
、左
記
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

☆
福
祉
課 

庶
務
係
（
市
民
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
０

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/fukushi/tiikihokenfukusi.
htm

l 地
域
の
保
健
福
祉
を
増
進
す
る

事
業
を
補
助
し
ま
す

　

地
域
ご
と
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員

が
い
る
の
は
ご
存
じ
で
す
か
。
民
生
委

員
は
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
全
て
の
民
生
委
員

は
児
童
委
員
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

　

介
護
や
子
育
て
な
ど
の
日
常
生
活
に

関
す
る
悩
み
ご
と
や
、
ご
近
所
で
気
に

な
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
地
域
の
身

近
な
相
談
相
手
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

必
要
な
方
に
は
行
政
や
専
門
機
関
に
つ

な
ぎ
、
支
援
し
ま
す
。

　

相
談
し
た
方
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☆
福
祉
課 

庶
務
係
（
市
民
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
０

地
域
の
身
近
な
相
談
相
手
「
民

生
委
員
・
児
童
委
員
」

ポスト
に新聞

紙が

いっぱ
いたま

ってる
なぁ。

おばあ
ちゃん

、

大丈夫
かなあ

･･････

民生委
員に

相談し
てみよ

う。



有 料 広 告
１枠単独（縦 46mm × 横 85mm）

有料広告 広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。
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お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
接
種

費
用
を
助
成
し
ま
す

　

１
人
に
つ
き
１
回
ま
で
助
成
し
ま

す
。（
自
己
負
担
金
２
０
０
０
円
が
必
要
）

☆
市
に
住
民
票
が
あ
る
１
歳
～
６
歳
の

就
学
前
の
方
で
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
に

罹り
か
ん患
し
た
こ
と
が
な
い
方

※
1
回
目
を
自
費
で
接
種
し
、
2
回
目

の
接
種
を
希
望
す
る
方
も
対
象
で
す
。

☆
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉
課

（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

母
子
保
健
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

　

特
定
健
診
の
対
象
の
方
に
は
、
４
月

下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

☆
◇
特
定
健
診　

田
辺
市
国
保
被
保
険

者
で
、
令
和
６
年
３
月
31
日
時
点
で
40

歳
～
74
歳
の
方
、
令
和
５
年
６
月
１
日

以
降
に
75
歳
に
な
ら
れ
る
方

◇
健
康
チ
ェ
ッ
ク
補
助
金　

令
和
６
年

３
月
31
日
時
点
で
16
歳
～
74
歳
の
田
辺

市
国
保
被
保
険
者

☆
保
険
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

「
令
和
５
年
度
田
辺
市
検
診
事
業

の
お
知
ら
せ
」
は
届
い
て
い
ま

す
か

　

健
康
管
理
を
お
手
伝
い
す
る
た
め
、

人
間
ド
ッ
ク
等
の
受
診
費
用
を
補
助
し

ま
す
。

★
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

☆
保
険
証
、
印
鑑
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
健
康
診
査
受
診
券
、
各
種
検
診
受
診

券
を
持
参
し
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住

民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

☆
保
険
課 

医
療
係
（
本
庁
舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

高
齢
者
健
康
チ
ェ
ッ
ク
補
助
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

検査名 費用 自己負担額 補助上限額

人間ドック 37,700 円 5,650 円 32,050 円

脳ドック 32,400 円 4,860 円 27,540 円

人間ドック
（脳検査付） 60,700 円 9,100 円 51,600 円

※同一年度にいずれか一つの補助となります。
※上記の、後期高齢者医療制度の健康診査との重複受診
はできません。

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
費
用
を
助

成
し
ま
す

　

１
人
に
つ
き
１
回
ま
で
助
成
し
ま
す
。

☆
市
に
住
民
票
が
あ
る
令
和
6
年
４
月

1
日
時
点
で
65
歳
・
70
歳
の
方

■
助
成
金
額　

上
限
４
０
０
０
円

☆
本
人
確
認
書
類
・
印
鑑
・
領
収
書
・

本
人
の
振
込
先
口
座
番
号
が
確
認
で
き

る
も
の
を
持
参
し
、
下
記
又
は
各
行
政

局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ワ
ク
チ
ン
は
２
種
類
あ
り
ま
す
。
接

種
す
る
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
や
接
種
費
用

に
つ
い
て
は
、
接
種
す
る
医
療
機
関
又

は
医
師
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

肺
炎
球
菌
感
染
症
予
防
接
種
費

用
を
助
成
し
ま
す

　

対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
依
頼

券
と
予
診
票
を
送
付
し
ま
す
。

☆
◇
市
に
住
民
票
が
あ
る
、
令
和
６
年

4
月
1
日
時
点
で
65
歳
・
70
歳
・
75
歳
・

80
歳
・
85
歳
・
90
歳
・
95
歳
・
１
０
０

歳
の
方

◇
市
に
住
民
票
が
あ
る
、
令
和
６
年
4

月
1
日
時
点
で
60
歳
～
64
歳
の
方
で
、

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能

の
障
害
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
機
能
障
害
（
身
体
障
害
者

手
帳
1
級
）
の
あ
る
方

※
過
去
に
当
該
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
済
み

の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
助
成
期
間　

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で

☆
◇
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
市

民
総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

◇
各
行
政
局 
住
民
福
祉
課

☆
19
ペ
ー
ジ
参
照

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
康

診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受
診

券
を
送
付
し
ま
す
。

☆
◇
医
科
健
康
診
査　

後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者

◇
歯
科
健
康
診
査　

後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
で
、
令
和
５
年
３
月
31
日

時
点
で
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
の
方
又
は

90
歳
以
上
の
方

■
受
診
期
間　

６
月
１
日
㊍
～
令
和
６

年
２
月
29
日
㊍

☆
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☆
０
７
３
（
４
２
８
）
６
６
８
８

世
界
農
業
遺
産
住
民
提
案
型
地
域

活
動
支
援
事
業
を
募
集
し
ま
す

　

み
な
べ
・
田
辺
地
域
世
界
農
業
遺
産

推
進
協
議
会
で
は
、
世
界
農
業
遺
産
に

認
定
さ
れ
た
「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ

ス
テ
ム
」
の
保
全
・
活
用
に
関
す
る
取

組
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域
の
自
主
的

な
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

☆
田
辺
市
及
び
み
な
べ
町
に
活
動
拠
点

の
あ
る
団
体
が
行
う
、
世
界
農
業
遺
産

「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」
の

保
全
・
活
用
を
推
進
す
る
活
動

■
事
業
実
施
期
間　

補
助
金
交
付
決
定

日
～
令
和
６
年
２
月
29
日
㊍

☆
５
月
８
日
㊊
～
19
日
㊎
17
時﹇
必
着
﹈

ま
で
に
、
梅
振
興
室
（
本
庁
舎
別
館
2

階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

類
は
、
梅
振
興
室
で
配
布
す
る
ほ
か
、

世
界
農
業
遺
産
「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅

シ
ス
テ
ム
」
専
用
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で

き
ま
す
。

☆
み
な
べ
・
田
辺
地
域
世
界
農
業
遺
産

推
進
協
議
会
事
務
局
（
み
な
べ
町
う
め

課
内
）

☆
０
７
３
９
（
３
３
）
９
３
１
０

☆

h
ttp

s://w
w

w
.g

ia
h

s-
m

inabetanabe.jp/

　本紙（広報田辺）及び田辺市のホームページに掲載する有
料広告を募集しています。
　広告掲載を希望される方は、広告原稿を添えて掲載を希望
する月の２か月前の 20 日までにお申し込みください。詳しく
は、企画広報課 広聴広報係までお問い合わせください。
☎ 0739-26-9963　　https://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/koukoku-kouhou.html

広報紙・ホームページへ広告を載せてみませんか？

有 料 広 告 募 集 中 ！

　1989 年に国連で採択された「子どもの
権利条約」には、生きる権利・育つ権利・
守られる権利・参加する権利といった、子
どもの基本的人権を保障するための大切な
権利が示されています。
　しかし、近年インターネット等の急速な
普及や、子どもを取り巻く環境の変化から、
いじめや体罰、不登校、児童虐待など、子
どもの人権が十分に守られていない状況が
あり、深刻な社会問題となっています。中
でも、児童虐待は身体的虐待・性的虐待・
心理的虐待・ネグレクト（養育放棄）と大
きく４種類に分かれており、県内でも相談

件数が増加しています。
　例えば、子どもを無視したり、自尊心を
傷つける言葉を繰り返すなど、行き過ぎた
しつけは心理的虐待となります。
　しつけや指導はとても大切なことです
が、子ども一人ひとりにそれぞれ人格があ
り、個性を持った存在であることを忘れて
はなりません。子どもは社会の宝であり、
未来を担うかけがえのない存在です。
　子ども一人ひとりが、個性や能力に応じ
てその人らしく健やかに育っていけるよ
う、社会全体で守っていきたいものです。

第 7回　子どもの幸せを願って

やさしさ
ひろがる 人権の わ

一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまち  田辺市をめざして
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市からのお知らせ Information

◇
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
し
む
ろ

☆
０
７
３
９
（
３
３
）
７
４
９
２

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■市民総合センター　〒646-0028高雄一丁目23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　　0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966

■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　　0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068

■防災行政テレフォンガイド
☎ 0120-963-910
※防災行政無線の放送内容を確認
する電話案内サービスです。
■救急安心センター　☎＃ 7119

電話案内サービス

※つながりにくい場合は、市消防
本部（☎ 0739-22-0119）へご連
絡ください。

休日急患診療

☆田辺広域休日急患診療所（市民総
合センター玄関右側）　
☆内科、小児科、歯科の応急診療
☆☆㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時
～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18 時～ 21 時 30
分も診療を行っています。）
　 0739-26-4909

防災行政メール等

全国版救急受診ガイド
「Q助」

【
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
工
事
等
】

☆
次
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
に
お
住
ま

い
の
方

◇
平
成
12
年
5
月
31
日
以
前
に
着
工

（
非
木
造
住
宅
の
場
合
は
昭
和
56
年
5

月
31
日
以
前
に
着
工
）

◇
2
階
建
て
以
下

◇
延
べ
面
積
２
０
０
㎡
（
約
60
坪
）
以
下

◇
専
用
住
宅
・
併
用
住
宅

【
が
け
地
接
近
等
危
険
住
宅
移
転
事
業
】

☆
金
融
機
関
か
ら
借
入
れ
、
土
砂
災
害

特
別
警
戒
区
域
等
に
建
つ
自
己
所
有
の

既
存
住
宅
を
解
体
し
、
市
内
の
安
全
な

土
地
に
住
宅
を
建
築
（
購
入
）
す
る
方

※
借
入
金
の
利
子
相
当
額
（
年
利
率
上

限
８
．
５
％
）
を
補
助
し
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

☆
改
修
着
手
前
に
、
申
込
書
を
下
記
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
住
宅
診
断
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
お
申
込
み
で
き

ま
す
。
申
込
書
は
、
下
記
又
は
各
行
政

局
産
業
建
設
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
で

配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
取
得
で
き
ま
す
。

■
注
意
事
項

◇
現
地
建
替
え
の
場
合
、
適
合
要
件
が

あ
る
た
め
、事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
令
和
６
年
３
月
１
日
㊎
ま
で
に
事
業

住
宅
耐
震
診
断
費
用
等
の
補
助

を
し
ま
す

が
完
了
す
る
こ
と
。

☆
建
築
課 

建
築
係
（
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
１
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
５

☆https://w
w

w
.tanabe.lg.jp/

ken
ch

iku
/2018taisin

jigyou
.

htm
l

　

市
が
委
託
し
て
い
る
障
害
者
相
談
支

援
事
業
「
西
牟
婁
圏
域
障
害
児
・
者
相

談
セ
ン
タ
ー
に
じ
の
わ
」
と
「
基
幹
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
し
む
ろ
」
の
事
務

所
は
、
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
に
移

転
し
ま
し
た
。

☆
◇
西
牟
婁
圏
域
障
害
児
・
者
相
談
セ

ン
タ
ー
に
じ
の
わ

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
２
3

障
害
児
・
者
の
相
談
窓
口
を
移
転

し
ま
し
た

　

和
歌
山
県
事
業
承
継･

引
継
ぎ
支
援

セ
ン
タ
ー
は
、
経
済
産
業
省
の
委
託
を

受
け
た
公
的
な
相
談
窓
口
で
す
。
円
滑

な
事
業
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
サ
ポ
ー
ト

し
、ス
ム
ー
ズ
な
承
継
を
支
援
し
ま
す
。

　
「
後
継
者
が
い
な
い
」、「
誰
か
に
引
き

継
い
で
も
ら
い
た
い
」、「
子
供
が
後
を

継
い
で
く
れ
る
ら
し
い
」、「
従
業
員
に

会
社
を
任
せ
た
い
」、「
新
分
野
へ
の
進

出
を
検
討
し
た
い
」
な
ど
の
ご
相
談
が

あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

※
相
談
無
料
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

☆
和
歌
山
県
事
業
承
継･

引
継
ぎ
支
援

セ
ン
タ
ー

☆
０
７
３
（
４
９
９
）
５
２
２
１

和
歌
山
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支

援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

被
害
者
支
援
無
料
相
談
を
実
施

し
ま
す

　

犯
罪
や
交
通
事
故
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
の
被

害
者
や
家
族
等
か
ら
の
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。
弁
護
士
、
臨
床
心
理
士
、
紀

の
国
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

☆
☆
5
月
27
日
㊏  

10
時
～
16
時

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
２
階「
相
談
室
」

■
電
話
相
談
（
当
日
の
み
開
設
）

☆
０
７
３
９
（
８
１
）
０
０
５
０

■
面
接
相
談　

で
き
る
だ
け
事
前
に
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
（
公
社
）
紀
の
国
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

☆
０
７
３
（
４
２
７
）
１
０
０
０

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
は
、
身

体
障
害
者
等
に
対
す
る
減
免
、
構
造
を

変
更
し
た
車
両
に
対
す
る
減
免
、
公
益

の
た
め
に
直
接
専
用
す
る
車
両
に
対
す

る
減
免
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

に
対
す
る
減
免
等
が
あ
り
ま
す
。

☆
納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
５
月
31

日
㊌
ま
で
に
、
納
税
通
知
書
に
同
封
の

文
書
を
確
認
の
上
、
左
記
又
は
各
行
政

局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
で

手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月
10
日
㊌

か
ら
順
次
送
付
し
ま
す
。

☆
税
務
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
９

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減

免
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険(

以
下
「
国
保
」
と

い
う
。)
は
、
自
営
業
の
方
な
ど
、
職
場

の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
な

ど
を
対
象
と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　

国
保
制
度
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、

国
民
健
康
保
険
税
率
が
改
定
さ

れ
ま
し
た

都
道
府
県
単
位
で
運
営
し
、
国
保
の
税

率
は
、
和
歌
山
県
が
示
す
「
国
保
事
業

費
納
付
金
」
及
び
「
市
町
村
標
準
保
険

料
率
」
を
参
考
に
左
表
の
と
お
り
見
直

し
を
行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
国
保
の
令
和
５
年
度
保
険
税

額
の
通
知
は
、７
月
中
頃
に
送
付
し
ま
す
。

☆
保
険
課 

保
険
税
係
（
本
庁
舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
５

医療保険分
後期高齢者
支援金等

介護保険分

所得割率 6.5％ 2.3％ 1.9％
資産割率 14.5％ 3.8％ 3.7％

被保険者均等割額 27,700 円 9,900 円 12,500 円
世帯別平等割額 20,800 円 7,400 円 6,600 円

※資産割は、県内の統一的な国保の運営方針を示した「和歌山県
国民健康保険運営方針」で、令和 9 年度までの廃止をめざし、段
階的に縮小しています。

■令和５年度国民健康保険税率

種類 区分 補助金額 募集件数
［先着］

耐震診断
木造 無料 150 件

非木造 上限 9 万円 1件
耐震改修 木造・非木造 上限 116 万 6,000 円 35 件

耐震シェルター・耐震ベッド 木造・非木造 上限 26 万 6,000 円 1件

がけ地移転事業
除却 上限 97 万 5,000 円

1件
建築（購入） 上限 421万円

■補助金額・募集件数


